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早めのライト点灯で交通事故防止 

（一財）鳥羽地区交通安全協会 

０５９９－２６－２６０６ 

 ☆秋の日はつるべ落とし～夕暮れ時
どき

、ちょっと早めの「ライト・オン！」～ 

秋は日照時間が短く、西日が一気に沈み、あっという間に日没となります。 

そのため、視認性や集中力の低下が原因となり、歩行者や自転車を発見しにくくなります。 

明暗の捉え方は個人によって異なりますが、この時期特有の事故を防ぐためには、 

早めの準備が大切です！ 

夕暮れ時って・・・？        日没時間って・・・？   ライト点灯の目安って・・？             

日の暮れようとするとき、    １０月   17：37    １０月  16：50 

夕暮れ、夕方、黄昏時のことを  １1月   17：00    １1月  16：20 

いいます。（広辞苑より）     １2月   16：42    １2月  16：10 

                   ※鳥羽の標準歴 

             

  

 歩行者は、反射材を着用しましょう！ 

できるだけ、明るい服装（白や黄色）を選ぶと共に、夜間においては反射タスキ・懐中電灯を活用

するなどして、周囲に自分の存在を知らせ、発見されやすくして交通事故から身を守りましょう。 

 夜間、自転車に乗る時はライト点灯と反射材を着用しましょう！ 

自転車も車両です。夜間は必ずライトを点灯すると共に、反射タスキの着用やリフレクターを活用

し、交通ルール・マナーを守り、歩行者や車両との交通事故防止に努めましょう。 

 ドライバーは、夕暮れ時早めのライト点灯と上向きライトを活用しましょう！        

 日没の少し前からライトを点灯し、見るためのライトを見せるためにも活用することで、積極的

に事故防止に努めましょう。 

 夜間のライトは上向きライトを基本として、必要により下向きライトへのこまめな切り替えで視

界を確保し、速度を控えて安全運転に努めましょう。 

         

           夕暮れ時
どき

、ちょっと早めのライト☆オン運動とは 
 
令和５年１０月１日（日）～令和５年１２月３１（日）の期間 
運転者の視認性の向上を図り、歩行者自転車利用者や 
対向車の自車の存在をいち早く知らせるために早めに 
ライトを点灯することを推進するものです。     
 

「夕暮れ時、ちょっと早めのライト☆運動」ではライトの点灯時刻の目安を

点灯義務がある日没の概ね３０分前を基準に設定しています。 

また、雨天や曇天の視界不良時は昼間でも点灯することで交通事故を 

防ぎましょう！！ 

 

 



☆９月中の活動 今後も、引き続き交通事故のない安心・安全な町を目指してこのような活動を 
継続しますので、どうか安全協会へのご協力をお願いいたします。 

   

      

志摩町「ぎゅーとら志摩店」様で夕焼け小焼けキャンペーン 

       

 

 

 

 

 

 

 

鳥羽市「ショッピングプラザハロー」様で秋の運動キャンペーン（鳥羽高校協働） 

    

磯部町「プラント志摩店」様で交通事故死ゼロを目指す日キャンペーン（志摩高校協働） 

  今後も、引き続き交通事故のない安心・安全な町を目指してこのような活動を継続しま

すので、どうか安全協会へのご協力をお願いいたします。 

「自転車に乗るならヘルメット着用」のぼり旗 

上から「志摩高校」ヘルメットの気持ち 

真ん中「鳥羽高校」鳥羽高校キャラクター 

下 「水産高校」水産高校キャラクター 

 

 高校生がデザインした手描きの「世界に１つ」

しかないのぼり旗です。 

 昨年に引き続き、交通安全のために作製してい

ただきました。 

 みなさん、自転車に乗る際は、大切な命を守る

ためにヘルメットの着用をお願いします！ 

 

       


